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(54)【発明の名称】 内視鏡の先端部

(57)【要約】
【課題】流体噴出ノズルが形成されたキャップ状部材
を、挿入部先端を構成する部材に対して正確かつ容易に
着脱することができる内視鏡の先端部を提供すること。
【解決手段】挿入部先端に配置された観察窓２の表面に
向かって開口する流体噴出ノズル１２が、挿入部先端を
構成する部材１に対して着脱自在なキャップ状部材１０
に形成された内視鏡の先端部において、挿入部先端を構
成する部材１の表面にキャップ状部材１０の内壁面に面
するように吸引口８を形成して、吸引口８内を負圧にす
ることによりキャップ状部材１０が挿入部先端に吸い付
けられた状態で保持されるようにした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】挿入部先端に配置された観察窓の表面に向
かって開口する流体噴出ノズルが、上記挿入部先端を構
成する部材に対して着脱自在なキャップ状部材に形成さ
れた内視鏡の先端部において、
上記挿入部先端を構成する部材の表面に上記キャップ状
部材の内壁面に面するように吸引口を形成して、上記吸
引口内を負圧にすることにより上記キャップ状部材が上
記挿入部先端に吸い付けられた状態で保持されるように
したことを特徴とする内視鏡の先端部。
【請求項２】上記吸引口内に係合する栓用突起が上記キ
ャップ状部材の内壁面から内方に突出形成されている請
求項１記載の内視鏡の先端部。
【請求項３】上記吸引口が、上記流体噴出ノズルに隣接
して同方向に設けられている請求項１又は２記載の内視
鏡の先端部。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は内視鏡の先端部に
関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡には一般に、挿入部先端に配置さ
れた観察窓の表面を洗浄するための流体噴出ノズルが観
察窓の表面に向かって開口形成されている。
【０００３】そのような流体噴出ノズルは、以前は挿入
部先端を構成する先端部本体に固定的に設けられるのが
一般的であったが、使用後の洗浄性等から、近年は、先
端部本体に対して着脱自在な先端キャップに形成されて
いるものが少なくない。
【０００４】そのような先端キャップは、先端部本体に
対して着脱自在にするために、弾力性のある材料により
形成されて、その内周面から内方に向かって突出形成さ
れた突起部が、先端部本体の外周面に形成された円周溝
に係脱することができるようになっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかし、先端キャップ
に形成された突起部を先端部本体に形成された円周溝に
係脱させる作業は、それらがいずれもミリメートル単位
の非常に小さなものである上に、先端キャップを大きく
弾性変形させながら行わなければならないので、円周溝
に対して突起部を正しい向きに係合させること等が意外
と面倒で、やり直しが多くなって時間と手間のかかる場
合が珍しくなかった。
【０００６】そこで本発明は、流体噴出ノズルが形成さ
れたキャップ状部材を、挿入部先端を構成する部材に対
して正確かつ容易に着脱することができる内視鏡の先端
部を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡の先端部は、挿入部先端に配置され
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た観察窓の表面に向かって開口する流体噴出ノズルが、
挿入部先端を構成する部材に対して着脱自在なキャップ
状部材に形成された内視鏡の先端部において、挿入部先
端を構成する部材の表面にキャップ状部材の内壁面に面
するように吸引口を形成して、吸引口内を負圧にするこ
とによりキャップ状部材が挿入部先端に吸い付けられた
状態で保持されるようにしたものである。
【０００８】なお、吸引口内に係合する栓用突起がキャ
ップ状部材の内壁面から内方に突出形成されていると吸
い付き力の確保と位置決めに寄与し、吸引口が、流体噴
出ノズルに隣接して同方向に設けられていると流体圧に
よる流体噴出ノズルの浮き上がり防止に寄与する。
【０００９】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図１は内視鏡の挿入部先端を示しており、金
属又はプラスチックのブロック材等により略円柱状に形
成された先端部本体１（挿入部先端を構成する部材）の
先端面に観察窓２が配置され、その内側に配置された対
物光学系３による被写体の投影位置に固体撮像素子４の
撮像面が配置されている。なお、対物光学系３や固体撮
像素子４を支持する鏡枠等の図示は省略されている。
【００１０】観察窓２に隣接して先端部本体１の先端面
に開口形成された送気送水口５には、送気管路６と送水
管路７が後方から連通接続されている。ただし、送気管
路６と送水管路７の一方のみが接続された構造等であっ
ても差し支えない。
【００１１】１０は、先端部本体１に対して着脱自在に
設けられた先端キャップ（キャップ状部材）であり、プ
ラスチック材料又は硬質のゴム系材料等によって、先端
部本体１の先端外縁を囲み、送気送水口５に被さって観
察窓２には被さらないように部分的に先端部本体１の先
端面に面する形状に形成されている。
【００１２】そして、先端キャップ１０の裏面には送気
送水口５内に嵌まり込む接続突起１１が内方に向かって
突出形成されていて、観察窓２の表面に向かって開口す
るように先端キャップ１０に形成された送気送水ノズル
１２が、接続突起１１の内側端面側で送気送水口５と連
通している。
【００１３】このように構成された内視鏡の先端部の先
端部本体１には、先端キャップ１０の内壁面に面する吸
引口８が送気送水口５に隣接して先端面位置に開口形成
されており、図示されていない外部吸引装置に接続され
た吸引管路９が後方から吸引口８に連通している。
【００１４】したがって、外部吸引装置を連続的に運転
して吸引口８内を負圧にすることにより先端キャップ１
０が先端部本体１に吸い付けられた状態に保持されるの
で、先端キャップ１０を先端部本体１に被せて吸引する
だけで先端キャップ１０が先端部本体１に取り付けられ
た状態になり、吸引動作を停止すれば先端キャップ１０
が先端部本体１から外れる。
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【００１５】また、吸引口８が送気送水口５に隣接して
送気送水口５と同方向に形成されているので、送気又は
送水時に送気圧又は送水圧によって先端キャップ１０が
先端部本体１の表面から浮き上がる現象の防止にも寄与
する。
【００１６】なお、吸引口８内を負圧にするには、必ず
しも外部吸引装置を連続的に運転する必要はなく、吸引
管路９の途中に操作弁又は逆止弁等を設ければ、外部吸
引装置を停止させた後もそのまま吸引口８内を負圧に保
つことができる。
【００１７】また、この実施例においては、吸引口８内
に係合する半球状の栓用突起１３が先端キャップ１０の
内壁面から内方に突出形成されており、それによって、
吸引口８に対する先端キャップ１０の吸い付き力の確保
と、先端部本体１に対する先端キャップ１０の位置決め
の確実さを増すことができる。
【００１８】
【発明の効果】本発明によれば、挿入部先端を構成する
部材の表面にキャップ状部材の内壁面に面するように吸
引口を形成して、吸引口内を負圧にすることによりキャ*
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*ップ状部材が挿入部先端に吸い付けられた状態で保持さ
れるようにしたことにより、挿入部先端を構成する部材
にキャップ状部材を被せて吸引するだけで挿入部先端を
構成する部材にキャップ状部材が取り付けられた状態に
なり、吸引を停止すれば挿入部先端を構成する部材から
キャップ状部材が外れるので、流体噴出ノズルが形成さ
れたキャップ状部材を、挿入部先端を構成する部材に対
して正確かつ容易に着脱することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の内視鏡の先端部の側面一部断
面図である。
【符号の説明】
１  先端部本体（挿入部先端を構成する部材）
２  観察窓
５  送気送水口
８  吸引口
９  吸引管路
１０  先端キャップ（キャップ状部材）
１２  送気送水ノズル（流体噴出ノズル）
１３  栓用突起

【図１】
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要解决的问题：提供内窥镜的尖端部分，其具有形成在帽形部分中的流
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分的尖端部分的部分1的表面和盖的内壁 - 成形部分10使得吸孔8获得负
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